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議案第１１８号 

 

 

 

   飛騨市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 

 

 

 飛騨市国民健康保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

 

     令和２年１１月３０日提出 

 

 

                      飛騨市長  都 竹  淳 也 

 

 

提案理由 

 国民健康保険法施行令の改正に伴う改正 



2 

   飛驒市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 

 

 飛驒市国民健康保険条例（平成16年飛驒市条例第137号）の一部を次のように改正

する。 

 

 

 

第29条第１項第１号中「地方税法第314条の２第２項に掲げる金額」を「地方税法

第314条の２第２項第１号に定める金額（世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する

被保険者及び特定同一世帯所属者（次号及び第３号において「世帯主等」という。）

のうち給与所得を有する者（前年中に同条第１項に規定する総所得金額に係る所得

税法第28条第１項に規定する給与所得について同条第３項に規定する給与所得控除

額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者

に限る。）をいう。以下この号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有

する者（前年中に地方税法第314条の２第１項に規定する総所得金額に係る所得税

法第35条第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公

的年金等控除額の控除を受けた者（年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の

収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等

の収入金額が110万円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の

数の合計数（次号及び第３号において「給与所得者等の数」という。）が２以上の場

合にあっては、地方税法第314条の２第２項第１号に定める金額に当該給与所得者

等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額）」に改め、同項第

２号及び第３号中「地方税法第314条の２第２項に掲げる金額」を「地方税法第314

条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場

合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に10万

円を乗じて得た金額を加えた金額）」に改める。 

 

附則第６条中「係わる所得」を「係る所得」に改め、「「地方税法第313条第３項」

と」の次に「、「110万円」とあるのは「125万円」と」を加える。 
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   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和３年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この条例による改正後の第29条第１項及び附則第６条の規定は、令和３年

度以降の年度分の保険料について適用し、令和２年度以前の年度分の保険料につ

いては、なお従前の例による。 
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                        飛騨市国民健康保険条例新旧対照表             （傍線部分は改正部分） 

現 行 改正案 

目次 略 目次 略 

第１条～第28条 略 第１条～第28条 略 

（保険料の減額） （保険料の減額） 

第29条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦

課額のうち基礎賦課額は、第13条又は第16条の基礎賦課額から、そ

れぞれ当該各号に定める額を減額して得た額（当該減額して得た額

が63万円を超える場合には、63万円）とする。 

第29条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦

課額のうち基礎賦課額は、第13条又は第16条の基礎賦課額から、そ

れぞれ当該各号に定める額を減額して得た額（当該減額して得た額

が63万円を超える場合には、63万円）とする。 

⑴ 世帯主、当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納

付義務が発生した場合にはその発生した日とする。）現在におい

てその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定

した地方税法第314条の２第１項に規定する総所得金額（青色専従

者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第３項、

第４項又は第５項の規定を適用せず、所得税法（昭和40年法律第

33号）第57条第１項、第３項又は第４項の規定の例によらないも

のとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得

の金額（地方税法附則第33条の２第５項に規定する上場株式等に

係る配当所得等の金額（同法附則第35条の２の６第11項又は第15

項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則

第33条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同

法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第

⑴ 世帯主、当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納

付義務が発生した場合にはその発生した日とする。）現在におい

てその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定

した地方税法第314条の２第１項に規定する総所得金額（青色専従

者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第３項、

第４項又は第５項の規定を適用せず、所得税法（昭和40年法律第

33号）第57条第１項、第３項又は第４項の規定の例によらないも

のとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得

の金額（地方税法附則第33条の２第５項に規定する上場株式等に

係る配当所得等の金額（同法附則第35条の２の６第11項又は第15

項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則

第33条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同

法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第
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35条第５項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の２

第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則

第35条の３第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金

額）、同法附則第35条の２の２第５項に規定する上場株式等に係

る譲渡所得等の金額（同法附則第35条の２の６第15項又は第35条

の３第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適

用後の金額）、同法附則第35条の４第４項に規定する先物取引に

係る雑所得等の金額（同法附則第35条の４の２第７項の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額）、外国居住者等の所得に

対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第８条第

２項に規定する特例適用利子等の額、同法第８条第４項に規定す

る特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第３条の２の２第

10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条

約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。）の算定に

ついても同様とする。以下同じ。）及び山林所得金額並びに他の

所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314

条の２第２項に掲げる金額                  

                              

                              

                              

                              

                              

                              

35条第５項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の２

第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則

第35条の３第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金

額）、同法附則第35条の２の２第５項に規定する上場株式等に係

る譲渡所得等の金額（同法附則第35条の２の６第15項又は第35条

の３第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適

用後の金額）、同法附則第35条の４第４項に規定する先物取引に

係る雑所得等の金額（同法附則第35条の４の２第７項の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額）、外国居住者等の所得に

対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第８条第

２項に規定する特例適用利子等の額、同法第８条第４項に規定す

る特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第３条の２の２第

10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条

約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。）の算定に

ついても同様とする。以下同じ。）及び山林所得金額並びに他の

所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314

条の２第２項第１号に定める金額（世帯主並びに当該世帯主の世

帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者（次号及び第３号に

おいて「世帯主等」という。）のうち給与所得を有する者（前年

中に同条第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第１

項に規定する給与所得について同条第３項に規定する給与所得控

除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入金額

が55万円を超える者に限る。）をいう。以下この号において同じ。）
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                 を超えない世帯に係る保険

料の納付義務者 

の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に地方税法第

314条の２第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第

３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項に規定

する公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢65歳未満の者にあ

っては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年

齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円

を超える者に限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の

数の合計数（次号及び第３号において「給与所得者等の数」とい

う。）が２以上の場合にあっては、地方税法第314条の２第２項第

１号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に10

万円を乗じて得た金額を加えた金額）を超えない世帯に係る保険

料の納付義務者 

アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分

の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの

数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額 

アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分

の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの

数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額 

ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10

分の７を乗じて得た額 

ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10

分の７を乗じて得た額 

イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分

の７を乗じて得た額 

イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分

の７を乗じて得た額 

⑵ 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と

区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第314条の２

第２項に掲げる金額                     

⑵ 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と

区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第314条の２

第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が
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に28万５千円に当該年度の基礎賦課額の保険料賦課期日（賦課期

日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日と

する。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一

世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えな

い世帯に係る保険料の納付義務者であって、前号に該当する者以

外の者 

２以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等

の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額）

に28万５千円に当該年度の基礎賦課額の保険料賦課期日（賦課期

日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日と

する。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一

世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えな

い世帯に係る保険料の納付義務者であって、前号に該当する者以

外の者 

アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分

の基礎賦課額の被保険者均等割の算定の対象とされるものの数

を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額 

アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分

の基礎賦課額の被保険者均等割の算定の対象とされるものの数

を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額 

ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率（その

保険料率が当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険

料率を超えるときは、当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等

割の保険料率とする。）に10分の５を乗じて得た額 

ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率（その

保険料率が当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険

料率を超えるときは、当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等

割の保険料率とする。）に10分の５を乗じて得た額 

イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率（その保

険料率が当該年度分の基礎賦課額の世帯分の世帯別平等割の

保険料率を超えるときは、当該年度分の基礎賦課額の世帯別平

等割の保険料率とする。）に10分の５を乗じて得た額 

イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率（その保

険料率が当該年度分の基礎賦課額の世帯分の世帯別平等割の

保険料率を超えるときは、当該年度分の基礎賦課額の世帯別平

等割の保険料率とする。）に10分の５を乗じて得た額 

⑶ 第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得

と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の

２第２項に掲げる金額                    

⑶ 第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得

と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の

２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数
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  に52万円に当該年度の基礎賦課額の保険料賦課期日（賦課期

日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とす

る。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世

帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない

世帯に係る保険料の納付義務者であって前２号に該当する者以外

の者 

が２以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者

等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金

額）に52万円に当該年度の基礎賦課額の保険料賦課期日（賦課期

日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とす

る。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世

帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない

世帯に係る保険料の納付義務者であって前２号に該当する者以外

の者 

アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分

の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの

数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額 

アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分

の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの

数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額 

ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10

分の２を乗じて得た額 

ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10

分の２を乗じて得た額 

イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分

の２を乗じて得た額 

イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分

の２を乗じて得た額 

２～４ 略 ２～４ 略 

第29条の２～第37条 略 第29条の２～第37条 略 

附 則 附 則 

第１条～第５条 略 第１条～第５条 略 

（公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例） （公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例） 

第６条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第３項に規定する公 

第６条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第３項に規定する公 
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的年金等に係る所得（以下「公的年金等所得」という。）について

同条第４項に規定する公的年金等控除額（年齢65歳以上である者に

係るものに限る。）の控除を受けた場合における第29条の規定の適

用については、同条第１項第１号中「第314条の２第１項に規定する

総所得金額（」とあるのは、「第314条の２第１項に規定する総所得

金額（所得税法（昭和40年法律第33号）第35条第３項に規定する公

的年金等に係わる所得については、同条第２項第１号の規定によっ

て計算した金額から15万円を控除した金額によるものとし、」と、

「同法第313条第３項」とあるのは「地方税法第313条第３項」と  

                 する。 

 

以下 略 

的年金等に係る所得（以下「公的年金等所得」という。）について

同条第４項に規定する公的年金等控除額（年齢65歳以上である者に

係るものに限る。）の控除を受けた場合における第29条の規定の適

用については、同条第１項第１号中「第314条の２第１項に規定する

総所得金額（」とあるのは、「第314条の２第１項に規定する総所得

金額（所得税法（昭和40年法律第33号）第35条第３項に規定する公

的年金等に係る所得 については、同条第２項第１号の規定によっ

て計算した金額から15万円を控除した金額によるものとし、」と、

「同法第313条第３項」とあるのは「地方税法第313条第３項」と、

「110万円」とあるのは「125万円」とする。 

 

以下 略 
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飛騨市国民健康保険条例の一部を改正する条例（案） 

要旨 

 

 

１ 改正の趣旨 

  国民健康保険法施行令の改正に伴う改正 

 

２ 改正の内容 

  平成30年度税制改正における個人所得課税の見直し（給与所得控除や公的年金

等控除から基礎控除への10万円の振替）に伴い、国民健康保険料や給付の負担水

準に関して意図しない影響や不利益が生じないよう適切な措置を講じるため、国

民健康保険法施行令等の一部を改正する政令（令和２年政令第270号）が、令和

２年９月４日に公布された。これを受け、本条例中の国民健康保険料の軽減判定

所得の算出方法を次のように見直すもの。 

⑴ 基礎控除額について、現行の33万円から43万円に10万円引き上げる。 

⑵ 同一世帯における給与所得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じた額

を加える。 

【現行】 

軽減判定所得 

７割軽減基準額＝基礎控除額（33万円） 

５割軽減基準額＝基礎控除額（33万円）＋28.5万円×被保険者数 

２割軽減基準額＝基礎控除額（33万円）＋52万円×被保険者数 

【改正後】下線部分が改正部分 

軽減判定所得 

７割軽減基準額＝基礎控除額（43万円）＋10万円×（給与所得者等の数－1） 

５割軽減基準額＝基礎控除額（43万円）＋28.5万円×被保険者数＋10万円×

（給与所得者等の数－1） 

２割軽減基準額＝基礎控除額（43万円）＋52万円×被保険者数＋10万円×（給

与所得者等の数－1） 

 

３ 施行日 令和３年１月１日 

資 料 


